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政令指定都市の市長の職務・職責 

 

 市長は、以下の役割を担う指定都市の長として、市を統轄・代表し、職員を指揮して事務

を管理・執行しており、副市長はその補佐等を担っている。 

 

１ 住民に身近な基礎自治体としての役割 

指定都市の常住人口は日本の総人口の約２割に及び、指定都市はこれら多くの住民に対

して、福祉・まちづくり・ごみ処理・義務教育・消防などの住民生活に密着した行政サー

ビスを総合的に提供している。 

 

 

 

 

 

 

２ 都市圏における中枢都市としての役割 

指定都市は、人口や産業の集積に伴い必要となる道路、鉄道などの都市的インフラの整

備を図るとともに、下水道や高度情報・通信基盤整備など企業・事業者にも高い便益をも

たらす行政サービスを提供している。 

 また、大学などの高等教育機関や地域の中核医療施設などの高度な都市機能の整備を行

うとともに、国際コンベンションの開催など集客交流機能を高め、積極的な情報発信を行

うなど、様々な分野において、広域的な機能を発揮しつつ、都市圏全体の活性化、発展の

ための牽引役としての役割を果たしている。 

 

 

３ 先端都市として都市行政を先導する役割 

指定都市では、人口が過密・集中していることに関係して、環境問題や安全安心の問題

などさまざまな都市的課題を抱えており、指定都市はこのような課題に対し、他に先駆け

て施策を打ち出しており、今後も都市行政の最先端都市として全国をリードする役割を期

待されている。 

 

※ 指定都市市長会ＨＰから作成（一部修正） 

指定都市は、地方自治法の「大都市に関する特例」によって、一般の市では都道府県が行って

いる事務のうち、児童福祉・生活保護・母子保健・食品衛生・結核予防など市民の健康や福祉に

関する事務や、都市計画や区画整理事業に関する事務を担っている。 

また、市域を複数の行政区に分けて区役所を設置しているのも指定都市の特徴。区役所では住

民票の交付や国民健康保険、地域振興など、日常生活に密着した多くの行政サービスを提供。 
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市政と市会の関係 

 

市会は、条例案など市政に関する様々な審議を行い、市としての意思や基本的な方針を

決める議決機関としての役割を有している一方、市長は、市会の決定に基づいて、市民の

ための仕事を実際に進めていく執行機関としての役割がある。 

また、市会は、その市政が適正に行われているかどうかを監視する役割を有している。 

以上のように、市会と市長は、独立・対等で車の両輪のような関係（二元代表制）にあ

り、互いに協力・けん制し合いながら、市民のためのより良い市政の実現に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 京都市会ＨＰから作成（一部修正） 
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国の主な特別職・指定職の職員の年間給与 

 

 

区分 職員 年間給与 

特別職（※１） 

内閣総理大臣 約 4,061 万円 

国務大臣 等 約 2,961 万円 

内閣官房副長官、副大臣 等 約 2,841 万円 

大臣政務官 等 約 2,424 万円 

内閣官房副長官補 等 約 2,373 万円 

指定職（※２） 

事務次官 
約 2,349 万円 

（約 2,385 万円） 

本府省局長 
約 1,791 万円 

（約 1,819 万円） 

一般職（※２） 本府省課長 
約 1,272 万円 

（約 1,292 万円） 

※１ 内閣官房内閣人事局「主な特別職の職員の給与（令和 5年 11 月 24 日）」より 

※２ 人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み（令和 6年 8月）」より 

上段は勧告前・下段括弧書は勧告後 
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